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２９議案 

・補正予算   ５議案 

・決算認定  １０議案 

    ・条例     ３議案 

    ・その他議案  ４議案 

    ・人事議案   ７議案 



 



補正予算関係 

  議案第 83 号 令和 2 年度長浜市一般会計補正予算（第 5 号） 

 議案第 84 号 令和 2 年度長浜市一般会計補正予算（第 6 号） 

 議案第 85 号 令和 2 年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

  議案第 86 号 令和 2 年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 87 号 令和 2 年度長浜市病院事業会計補正予算（第 2 号） 

 

 

決算関係 

議案第 88 号 令和元年度長浜市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 89 号 令和元年度長浜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 90 号 令和元年度長浜市国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第 91 号 令和元年度長浜市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 92 号 令和元年度長浜市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 93 号 令和元年度長浜市休日急患診療所特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 94 号 令和元年度長浜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 95 号 令和元年度長浜市病院事業会計決算の認定について 

議案第 96 号 令和元年度長浜市老人保健施設事業会計決算の認定について 

議案第 97 号 令和元年度長浜市公共下水道事業会計決算の認定について 
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条例関係 

所管課 内 容 

子育て支援

課 

議案第 98 号 長浜市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 放課後児童クラブについて、「長期休業期間中のみの利用者」の通所日を実情

にあわせて明確化するなど、小学校等の長期休業期間（夏休み等）における放課

後児童クラブの安定的運用を図るため、本市条例の一部を改正するものです。 

 

【主な改正内容】 

（1）通所区分並びに各区分における通所期間及び保護者負担金の明確化 

  現行 

区分 期間 金額（月額） 

年間を通じて通所する場合（年

度途中の通所の開始又は終了を

含む。）の保護者負担金 

4月から 

3月まで 
8,000円  

学校休業日の期間に限り通所す

る場合の保護者負担金 

夏季休業日 16,000 円  

冬季休業日 6,000円  

学年末休業日 3,000円  

学年始休業日 3,000円  

土曜日に通所する場合の加算金 毎月 3,000円  

 

 

  改正案 

通所区分 通所期間 保護者負担金 

通年通所 
4月から 

翌年 3月まで 

土曜日通所なし 月額  8,000 円 

土曜日通所あり 月額 11,000 円 

長期休業中 

のみ通所 

夏季休業日 16,000 円 

冬季休業日 6,000円 

学年末休業日 3,000円 

学年始休業日 3,000円 

 

（2）学校休業日に授業が行われる日を長期休業日から除外 

【夏休みイメージ】 7/21         8月下旬 (始業式)  8/31 

夏季休業日   

令和元年度実績   

放課後児童クラブ「長期休業期間のみ利用者」の利用日 

現行   

改正案   

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

授業あり 授業なし 

利用可能 

利用可能 利用不可 
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道路河川課 議案第 99 号 長浜市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 国の道路占用料単価を定める道路法施行令に合わせて、本市道路占用料を国基

準に準じた単価とするため、本市条例の一部を改正するものです。 

 

【主な改正内容】 

占用物件(単位) 現行 改正案 

第 2 種電柱 年額 860円/本 年額 650円/本 

第 1 種電話柱 年額 500円/本 年額 380円/本 

電線(Φ0.15ｍ以上 0.2ｍ未満) 年額  60円/ｍ 年額  45円/ｍ 

電話線(Φ0.07ｍ以上 0.1ｍ未満） 年額  30円/ｍ 年額  23円/ｍ 

ガス管(Φ0.07ｍ以上 0.1ｍ未満） 年額  30円/ｍ 年額  23円/ｍ 

【施行日】令和 3年 4 月 1日 

都市計画課 議案第 100 号 長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正について 

地区計画の原案の申出があった祇園中久保地区地区計画について、地区計画に

定める地区整備計画を条例に位置づけ、区域内における建築物の制限に関する事

項を建築基準法に基づく制限とするため、本市条例の一部を改正するものです。 

 

【主な改正内容】 

（1）適用区域に関する事項 

  祇園中久保地区地区整備計画区域を追加 

（2）計画区域に関する事項 

  建築物の制限として次の事項を規定 

① 建築物の用途の制限に関する事項 

② 建築物の容積率の最高限度に関する事項 

③ 建築物の建ぺい率の最高限度に関する事項 

④ 建築物の敷地面積の最低限度に関する事項 

⑤ 壁面の位置の制限に関する事項 

⑥ 壁面の位置の制限の適用除外に関する事項 

⑦ 建築物の高さの最高限度に関する事項 

【施行日】祇園中久保地区地区計画の都市計画の決定の告示日 

 

 

その他の事件関係 

所管課 内 容 

都市計画課 議案第 101 号 都市公園の廃止について 

地方自治法第 244 条の 2 第 2 項及び長浜市議会の議決に付すべき公の施設の廃

止又は長期かつ独占的利用に関する条例第 3 条第 1 号の規定に基づき、都市公園

を廃止することについて議会の特別議決を求めるものです。 
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（1）公園名称  長浜中央公園 

（2）公園位置  長浜市宮司町字八十地内 

都市公園法第 2 条の 2 の規定に基づき、公園位置を変更した長浜中央公園を新

たに設置する公告を行うとともに、現長浜中央公園の廃止を行うものです。 

すこやか教

育推進課 

議案第 102 号 財産の取得について 

目的    ：学習者用コンピュータの購入 

財産の種類等：学習者用コンピュータ（iPad） 9,041 台 

契約方法  ：随意契約（共同調達方式） 

契約金額  ：444,073,729円 

契約の相手方：草津市大路一丁目15番5号 

株式会社大塚商会 滋賀営業所 

 所長 宇野 直基 

道路河川課 議案第 103 号 市道の路線の認定について 

道路法第 8 条第 2 項の規定に基づき、市道として認定することにつき、議会の

議決を求めるものです。 

 

認定路線 18路線（新規認定） 

 石田東上坂線     

 神照南北６号線    

 神照環状６号線    

 神照東西１７号線   

 神照東西１８号線   

 神照東西１９号線   

 神照東西２０号線   

 祇園環状８号線    

 鳥羽上北東西５号線  

 法楽寺東野線     

 内保南北２号線    

  宇根南北２号線    

  宇根南北３号線    

  川合木之本線     

  椿坂中河内線     

  中河内東西１号線   

  中河内東西２号線   

  菅並南北２号線    

 

市民活躍課 議案第 104 号 令和元年度滋賀県市町村交通災害共済組合会計の決算の認定につ

いて 

 地方自治法の規定により、令和 2年 3 月 31 日をもって解散した滋賀県市町村交

通災害共済組合の決算認定を求めるものです。 
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公共施設マ

ネジメント

課 

議案第 105 号～第 111 号 上草野財産区管理会の委員の選任について 

長浜市財産区管理会条例第 3 条の規定に基づき、次の者を上草野財産区管理会

の委員として選任することにつき、議会の同意を求めるものです。 

【氏名】 

廣瀬 新造  （新任） 

            ※議案第 106 号については撤回いたしました。 

宮元 義嗣  （新任） 

 中川 均   （再任） 

北川 台蔵  （新任） 

草野 増夫  （新任） 

寺前 竹雄  （新任） 

 

【任期】令和 2 年 10月 24日～令和 6 年 10 月 23 日（4年） 

【参考】上草野財産区の保有する土地の面積  山林 1,897,869㎡ 

 

 

諮問関係 

人権施策

推進課 

諮問第 1 号～第 13 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 人権擁護委員法第 6条第 3 項の規定に基づき、次の者を人権擁護委員として推薦

することについて、議会の意見を求めるものです。 

     【氏名】 

  堤 泰二   （再任） 

曽我 景年  （再任） 

  藤井 巌   （再任） 

足利 弘樹  （再任） 

髙月 眞壽  （再任） 

  山内 昌達  （再任） 

岩佐 欣子  （再任） 

  若森 昌子  （新任） 

  橘 憲照   （新任） 

  布本 喜代子 （新任） 

  横山 秀士  （新任） 

  平井 幸晴  （新任） 

  田中 祥子  （新任） 

【任期】令和 3 年 1 月 1 日～令和 5 年 12 月 31日（3 年） 
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報告関係 

・指定専決処分した事項について（報告） 

 地方自治法第 180 条第 1項の規定に基づく指定専決処分の報告 

訴えの提起について 1 件 

   反訴の提起について 1件 

 

・健全化判断比率報告書 

・資金不足比率報告書 

・公営企業会計資金不足比率報告書 

・令和元年度債権管理条例の運用実績と評価 

・令和元年度債権管理条例の運用実績と評価（病院事業） 
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

69,233,587 22,928,573 3,656,300 3,104,692 39,544,022

75,000 0 11,600 0 63,400

前年度繰越金：63,400

69,308,587 22,928,573 3,667,900 3,104,692 39,607,422

１．災害復旧に関するもの 75,000

○保健体育施設災害復旧事業 12,000 【市債】11,600

○林業施設災害復旧事業 39,600

○道路橋梁災害復旧事業 16,200

及び災害復旧工事

○河川災害復旧事業 7,200河川浚渫及び側溝清掃等の災害復旧業務委託

長浜市民体育館の浸水対策及びフローリング修繕等

林道の土砂撤去及び路面整正等の災害復旧業務委託

第83号　　令和2年度長浜市一般会計補正予算（第5号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

市道の土砂撤去及び横断管復旧等の災害復旧業務委託

及び災害復旧工事

9月補正予算額(第5号)

補正後予算額
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一般会計 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一　般

69,308,587 22,928,573 3,667,900 3,104,692 39,607,422

674,707 266,762 87,500 68,861 251,584

財政調整基金：181,371

前年度繰越金：65,113

臨時財政対策債：5,100

69,983,294 23,195,335 3,755,400 3,173,553 39,859,006

１．新型コロナウイルス感染症緊急くらし・経済対策に関するもの 237,739

　うち、市が独自で実施するもの 103,058

○文化芸術活動振興事業 1,100

○スポーツ振興対策事業 2,120

○予防接種事業 92,338

○持続可能な農業経営支援事業 7,500

　うち、国または県の補助を受けて実施するもの 104,974

○生涯学習施設整備事業 33,000 【国】10,750

【市債】10,000

○生活困窮者自立支援事業 10,650 【国】7,987

○放課後児童クラブ運営事業 26,583 【国】20,874

【県】16,674

【その他】▲27,192

○小学校校舎等維持管理経費 3,980 【国】1,990

○中学校校舎等維持管理経費 2,060 【国】1,030

○小学校管理費 7,752 【国】3,876

○中学校管理費 4,484 【国】2,242

○小学校教育備品整備事業 11,099 【国】6,221

○中学校教育備品整備事業 5,366 【国】3,016

※文化芸術振興費補助金 0 【国】10,000

【市債】▲8,000

　うち、指定管理料の減収補填を行うもの 38,470

○地域国際化推進事業 1,076

○市民まちづくりセンター管理運営事業 970

○市民文化ホール管理運営事業 2,085

○長浜市民交流センター管理運営事業 151

○スポーツ施設管理運営事業 5,717

○文化施設管理運営費 1,748

○健康パークあざい管理運営事業 5,638

○勤労者施設管理運営事業 1,930

○長浜鉄道スクエア管理運営事業 951

○己高庵管理運営事業 3,546

○農林水産物販売加工施設管理運営事業 2,701

○林業施設管理運営事業 1,128

○地域活性化施設管理運営事業 10,829

9月補正予算額(第6号)

補正後予算額

第84号　　令和2年度長浜市一般会計補正予算（第6号）の概要

区　　　分 予 算 額
財　源　内　訳

現計予算額

文化芸術活動等再開支援事業助成金

スポーツ施設利用に係る感染症予防対策講習及び

各種スポーツ体験イベント事業委託

インフルエンザ予防接種臨時補助金及び予防接種委託等

農業者収入保険加入促進支援事業費補助金

木之本スティックホール及び浅井文化ホール空調設備

改修工事

住居確保給付金の追加

放課後児童クラブ事業委託及び小規模放課後児童

クラブ補助金に係る利用料減収分の補填等

感染症対策用網戸の購入

感染症対策用網戸の購入

加湿機能付き空気清浄機の購入

加湿機能付き空気清浄機の購入

モバイルWi-Fiルータ及び大型提示装置等の購入

モバイルWi-Fiルータ及び大型提示装置等の購入

事業採択による財源更正

　（指定文化財等保存整備事業）

多文化共生・国際文化交流ハウス指定管理料の減収補填

市内まちづくりセンター指定管理料の減収補填

市内文化ホール指定管理料の減収補填

長浜市民交流センター指定管理料の減収補填

市内スポーツ施設指定管理料の減収補填

市内歴史文化施設指定管理料の減収補填

健康パークあざい指定管理料の減収補填

長浜勤労者総合福祉センター指定管理料の減収補填

長浜鉄道スクエア指定管理料の減収補填

己高庵指定管理料の減収補填

奥びわ湖水の駅指定管理料の減収補填

高山キャンプ場指定管理料の減収補填

市内地域活性化施設指定管理料の減収補填
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　うち、事業の取りやめ又は延期となったもの ▲ 8,763

○指定文化財等保存整備事業 ▲ 2,266

○観光振興事務経費 ▲ 1,500

○心輝く学校づくり推進事業 ▲ 4,997 【県】▲3,100

２．その他の予算措置 436,968

○市税等還付金 66,000

○文化施設整備事業 17,000 【基金】17,000

○戸籍住民基本台帳管理事務経費 54,514 【国】54,514

○生活保護費給付事務経費 710 【国】355

○しょうがい福祉施設整備支援事業 8,606 【基金】8,606

○しょうがい者地域生活支援事業 1,825 【県】1,825

○母子保健事業 3,435 【国】1,717

【県】858

○商業振興対策事業 91,344 【国】30,448

【基金】60,896

○環境こだわり農産物支援事業 868 【県】434

○地福寺神照線整備事業 190,102 【国】95,051

【市債】85,500

【基金】9,551

○市営住宅整備事業 1,584

○地域振興政策費 980

■債務負担行為

　　○高月小学校放課後児童クラブ施設リース業務(R2～R8) 88,000 子育て支援課

特別会計

　　第85号　令和2年度長浜市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 国庫県支出金精算還付金 46,034

過誤納付還付金 13,794

　　第86号　令和2年度長浜市介護保険特別会計補正予算（第1号） 国庫県支出金精算還付金 107,309

介護保険財政調整基金積立金 115,981

企業会計

　　第87号　令和2年度長浜市病院事業会計補正予算（第2号）

【債務負担行為】市立長浜病院大規模改修事業(消化器内科病棟及び産婦人科・小児科病棟)(R2～R3) 430,000

低体重出生児養育医療給付費の追加

指定文化財保存伝承補助金の減額

天女サミット負担金の減額

やまのこ事業関連経費の減額

国庫県支出金精算還付金の追加

ながはま文化福祉プラザ南側駐車場整備工事の追加

中心市街地地域産業資源長寿命化事業費補助金

環境こだわり大豆流通対策事業補助金

街路用地購入費及び物件移転補償金の追加

北新団地建替整備事業に伴う電波障害対策委託

地域おこし協力隊報償金の追加

通知カード・個人番号カード関連事務取扱交付金の

追加及び住基システム改修業務委託等

生活保護システムの改修業務委託

しょうがい福祉施設整備支援事業補助金の追加

医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業委託
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